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1 昭和 58年 6月21日(火曜日)午前 10時

1 館山市役所議場

1 出席議員 2 7名

1番 神田 守隆 2番 田沢 勝信

3番 山中金治郎 4番 目下 君敏

5番 川名 正二 6番 生稲 陸

7番 榎本 春光 8番 小宮 利夫

9番 福原 動 1 0番 横溝 功

1 1番 飯田 義男 1 2番 石井 謀

1 3番 石井 昌治 1 4番 伊藤幸太郎

1 5番 渡辺 昭夫 1 6番 松下 正己

1 7番 近藤 好雄 1 9番 黒川 平治

2 0番 石井 武敏 2 1番 吉田勇治郎

2 2番 林 豊 2 3番 伊賀 多額

2 4番 流山源次郎 2 5番 五十嵐 昇

2 6番 石井 正 2 7番 安西 益男

2 8番 安揮 徳頗

1 欠席議員 1名

1 8番 和田 一郎

1 出席説明員

第 1号から選挙管理委員会委員長、監査委員、監査事務局長、農業委員

会会長、農業委員会事務局長を除く G

1 出席事務局職員

第 1号lζ 同じ

1 議事日程(第 3号)

昭和 58年 6月 21日午前 10時開議

日程第 1

議案第 29号 茂原市を千葉県市町村公平委員会の共同設置

団体lζ加える乙と及び小見川町外 2ヶ町伝染

病予防組合を共同設置団体から除く乙と並び

に千葉県市町村公平委員会共開設置規約の一

部を改正する規約の制定lζ 関する協議につい
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て

議案第 30号 館山市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定について

議案第 31号 非常勤の特別臓の磯員に係る報酬及び費用弁

債に関する条例の一部を改正する条例の制定

について

日程第 2 議案第 32号 昭和 58年度館山市一般会計補正予算(第 1

号)

日程第 3 請願第 2号 米空母ミッドウェー艦載機の訓練基地化に反

対する意見書の提出をもとめる請願書

開 講午前 10時 2分

。議長(石井 正君} 本日の出席議員数 21名、乙れより第 2囲市議会

定例会第 3日の会議を開会し、直ちに本日の会議を聞きます。

本日の議事はお手元lζ 配付の日程表lとより行います。

議案の上程

O議長(石井 正君) 日程第 1、議案第 29号乃至議案第 31号の各議

案を一括して議題といたします。

質疑応答

。議長{石井 正君) 乙れより質疑!と入ります。

通告がありますので発言を許します。

1番議員神田守隆君。御登壇願います。

( 1番議員神田守隆君登壇)

01番(神田守隆君) 議案第 30号国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例について御質問いたします。

国保税については課税方式を市民税所得割方式からただし書き方式l乙変

更するとの内容を含んだ乙の一部改正でありますが、乙の国保税の最大の

問題は、乙れまでもたびたび指摘してまいりましたが、税額そのものが大

変に多い乙とにあります。課税方式を変えても市民が全体として負担する
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税額lζ変わりはありません。本年度は 51年度lζ1傭 36 0 0万円余の剰

余金が見込めるため、乙れを財源として 60 0 0万円が本年度の税の軽減

分tζ充てられていますが、その結果 1世帯当たりの税額が 9万 1 1 1 4円

と対前年度 5928円安くなっています。しかし、それでも国保税は大変

lζ 重い税金となっている乙とに変わりありません。

大幅な決算剰余金は、結果的lと市民が見込みに比べて健康に留意したた

めに医者にかからずに済んだと考えられます。まず決算剰余金は減税tζ 乙

そ充てるべきであると考えます。 57年度 1傭 36 0 0万円のうち税の軽

減lζ 充てるのは 60 0 0万円でありますが、乙の 60 0 0万円を減税lと充

てたその根拠はどういう乙となのかお聞かせを願いたいと思います。

また、基金として 56 1 0万 40 0 0円を繰り入れておりますが、乙の

結果基金は 2億 10 0 0万円に上ると思われます。乙れは療養給付費の約

2カ月分lζ相当すると思われますが、基金の残高のあり方についてどのよ

うにお考えなのか、今後とも基金残高をふやしていく考えなのかどうか、

合わせてお簡かせを顕いたいと思います。

以上、御答弁によりまして再質問をさせていただきます。

(市長半揮良一君登壇}

。市長(半海良一君) 神困難員の御質問にお答えをいたします。

財政調整基金の繰入額についてでございますが、昭和 57年度国民健康

保険特別会計は 1億 36 4 0万余円の歳計剰余金が見込まれますが、乙の

うち 20 3 0万円は国庫支出金の返還に充てなければなりません。したが

いまして、実質の剰余金は 1億 16 1 0万円でございます。乙の 1億 16 

1 0万円のうちおよそ 2分の 1の 6000万円を税の軽減に充て、残り 5

610万余円を財政調整基金lζ積み立てたいと考えております。

当初予算lζ 計上いたしました 20 0 0万円に加えて今回さらに 4000 

万円を税の軽減に充当いたしました結果、 57年度本算定時lζ 比べて 1世

帯当たり 6153円、当初予算対比では 1世帯当たり 59 2 8円、それぞ

れ軽減になっております。

来年度以降、国庫負担金の水準引き下げや、老人保健拠出金の精算増が

見込まれますので、乙れらに対処するためにも乙の程度は積み立てたいと

考えているわけでございます。
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以上、答弁を終わります。

01番(神田守隆君} およそ剰余金の 2分の 1を税の軽減に充てるとい

うお話はわかったわけでありますが、ぞれにしましでも国保の医療費の増

大が見込まれるというようなお話がありましたけれども、従来、乙の基金

残高のあり方については、大体 2カ月相当分というようなお考えが示され

ていたやは思うんですが、大体いま療養給付費が 58年度の予算で見ます

と 14憶というような乙とで、大体 2ヵ月といいますと、 2憾なにがしと

いうようなと乙ろで大体その療養給付費が見込めるんではないか。

したがって、乙の基金残高が 2億円を乙えるというような乙とになった

現時点で、今後乙の基金残高のあり方についてはやはり従来のように 2分

の 1繰り入れるというような形でやっていくという乙とについても、一定

程度当初の目的を遣する段階に来ているんではなかろうか、乙ういうよう

に思うんですけれども、乙の点についていかがお考えか。来年度の乙とと

いうのはなかなかわかりませんけれども、基金残高の基本的なあち方とし

てどう考えているのか。乙ういう乙とでお聞かせを顕いたいわけでありま

す。

。民生部長(鈴木 力君) お答え申し上げます。

いままで財政調整基金の方に大体御指摘のように 2ヵ月分の診療報酬相

当分を積み立てる、こういう考え方に立っておったわけでございます。

現在lとおきましては、月比大体 1億 4300万で、乙れが療養給付費の

保険者負担という乙とでございまして、したがいましてふた月分と申しま

すと 2億 86 0 0万円になろうかと思いますが、基金を設定いたしました

当時一一一54年度でございましたけれども、当時は非常に医療費というも

のが年々急激に増高しておったわけでございまして、また一方医療需要に

応じまして被保険者の保険税負担も同じように年々増高の一途をたどって

おったわけでございます。乙のような状態でございましたので、また将来

にわたりましでも乙ういう傾向が続く、乙ういう乙とが予測されておった

わけでございますので、これから国保財政の長期的な健全化を保つために

はどうしても基金を設置しなければならない、乙ういう考え方のもとに基

金を設置したわけでございます。

本年の 2月から老人医療につきましては老人保健法の方に移行されまし
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て、ぞれによって国保財政というものはかなり安定的な見方ができるわけ

でございまして、いままでの医療費の増高というものはおおむね老人医療

の分が急激に上がっておった、そういう乙とでございますが、乙れは歳出

面ではやや医療費も鈍化の上昇の傾向になったという乙とがいえるわけで

ございますが、一方歳入面におきましては、臨調答申の申でもいわゆる国

民健康保検に対する国庫負担というものを見直すという乙とでございまし

て、現在乙れは確定しておりませんけれども、たとえば事務賓が現行全額

国庫負担がたてまえでございますけれども、乙れを 2分の 1tとカヲトしよ

うという一つの考え方もあります。また、療養給付費につきましては、従

来 40%が負担率でございましたが、乙れを 35%にさらに 5%カットし

よう、乙ういう動きもあるわけでございます。それから、なお老人保健法

への拠出金でございますが、乙れにつきましても老人保僅法lとよりまして

6 0年度に大体館山市の場合 32 0 0万円の増が見込まれるわけでござい

まして、乙れがやはり税負担になる、乙ういうような乙ともございますの

で、乙れからはむしろ歳出面よりも歳入面におきましてやはり財源調整と

いうものを行う必要があるわけでございまして、当面はそういう考え方に

立ちまして乙の財政調整基金の処分の運用を図ってまいりたい、乙のよう

に考えております。

o 1番(神田守隆君) 月 1億 40 0 0万というのはどういう根拠から出

したものか。私は、年度の予算から出した数字で話告したわけですけれど

も、乙の数字とは遣う数字をお使いのようなんで、何の数字なのか。予算

の数字からいくと大体 2億 30 0 0万一一2ヵ月相当分というのは。

ぞうするといまお話を伺いますと、大変大きな問題を含んでいたように

思うんです。政府からいろいろと震療費の 40%負担をカットするという

ような開題が、 5%カットの問題が大変大きな問題として論議されたのが

昨年、一昨年という乙とであったかと思うんですが、乙の財源調整という

ような乙とは、乙れまでいわれていた問題は、大体 2ヵ月間というのは給

付費の期間の関係ー一一何と説明したらいいのか、よくわかりませんけれど

も、大体支払いと実際の費用の発生の期間、その分が 2ヵ月間支払いがず

れるからその分について大体見込みとして作っていきたいんだという御説

明の仕方だったわけですが、大分ニュアンスが違って、こうした政府のー
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ーいまの国僚に対する政府の負担を切り下げていくような、そうしたもの

を含めて財源調整をしなければならぬというのがいまのお考え、大変大き

な問題を含んでいると思うんです。そういう乙とまで含めて考えるとすれ

ば、乙れは率直な話蟻ら基金があってもかなわないんじゃなかろうかとい

うふうに思うんです。乙ういう議論だと基金が際限なくふくらむんじゃな

いかという危倶を感じるわけなんです。乙の前の 2カ月というような考え

方はとっぽらったというふうに解釈してよろしいのか。その点について改

めてお聞かせを願いたいと思います。

。民生部長(鈴木 力君) 現在 1カ月分の診療報酬相当額というのは、

大体 1ヵ月の診療報酬が 1纏 300万一一一老人医療分を除きまして、ぞれ

に老人保健法はよります拠出金、乙れが 1カ月 4000万、したがいまし

て 1カ月 1億 43 0 0万、ふた月分 2傭 8600万、乙ういう数字になろ

うかと思います。

ぞれから、なお乙の基金の運用でございますけれども、先ほど申し上げ

ましたとおり、歳出面におきましては医療費の急激な増高というものが乙

乙へきましである程度鈍化してきたという乙とが確かに言えると思います。

そういう面では乙の基金についてはとれからも医療費のさらに動向はもち

ろんでございますが、あるいは被保険者の税負担の増高、国庫負担金の増

高、なお、繰越金の処分の問題を合わせ考えまして、基金の運用というも

のを図っていきたいという乙とでございまして、ある程度の財政的な支出

の安定という乙とが見られますので、乙れからは乙の基金をひとつ有効に

処分と申しますか、そういう乙とを合わせ考えながら運用を図っていきた

い、乙のように考えている次第でございます。

01番(神田守隆君) 乙れで終わりますけれども、今の答弁で、 2カ月

と乙れまで言っていた話はどういうふうに一一ー効果的な運用を図るのはわ

かるんですけれども、乙れまで 2ヵ月と言っていた乙とはとっぽらった考

えに立つのか。 2カ月というのは乙れまでどおり考えていいのか。

ただし、その 2カ月という問題については、いま老人保憧拠出金を含め

てその計算をしているという乙とはわかりましたけれども、その乙との是

非についての論議はあろうかと思います。しかしながら、従来から言って

いた 2ヵ月見当というようなお話は一体どうなのか、その点について市長

-7 0 -



きんの判断はいかがなのか。

。市長(半海良一君) 従来から 2カ月という乙とで一一財政調整基金 2

カ月という乙とを目標lζ進んできたわけでございますが、 2カ月という乙

とも特に根拠があるわけではございませんで、それぞれの国保の会計の内

容によって遭うと思いますけれども、一応国や県の指導が 2カ月程度を目

安はしなさい、そういう指導があったわけでございます。

本来は、財政調整基金は御承知のように年度聞の財政収支のアンバラン

スをなくすための調整基金でございますので、それぞれの国保会計の内容

によって違うものだと思いますけれども、ただいま民生部長が御説明申し

上げましたような、医療費が急激tζ増高するというような乙ともだんだん

なくなってまいったというような見通しを考えますと、大体そろそろ乙の

程度あればいいんではないか。乙れでいいという乙とは申し上げられませ

んけれども、今後乙の国保会計の動きを見ながら決めていきたいと思いま

すけれども、 2カ月以上を積み立てる必要はないというように現在の段階

では考えております。

01番(神田守隆君) 終わります。

。議長(石井 正君) 以上で 1番議員君の質疑を終わります。

以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員で御質疑ご

ざいませんか。一一一御質援なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。

委員会付託

。議長(石井 正君) ただいま議題となっております議案第 29号乃至

議案第 31号の各議案は、お手元lζ 配付しであります議案付託衰のとおり

所管の常任委員会lζ付託をいたします。

議案の上程

O議長(石井 正君) 日程第 2、議案第 32号昭和 58年度館山市一般

会計補正予算を議題といたします。

乙れより質疑iζ 入ります。

通告はありませんでした。御質疑はありませんか。一一一御質疑なしと認

めます。よって質疑を終結いたします。
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委員会付託

。議長(石井 正君) ただいま議題となっております議案第 32号昭和

5 8年度館山市一般会計補正予算は、お手元lζ 配付しであります譜案付託

衰のとおり所管の常任委員会に付託をいたします。

請願書の上程

。議長(石井 正君} 日程第 3、請願第 2号米空母ミッドウェー艦載機

の訓練基地化lζ反対する意見書の提出をもとめる葡願書を議題といたしま

す。

請願書の朗読を願います。

{書記朗読)

O議長(石井 正君) 朗読は終わりました。

請願書の趣旨説明

。議長(石井 正君) 次lと、講顧趣旨について紹介議員の説明を求めま

す。

( 1番議員神田守隆君登壇)

01番(神田守瞳君} 米空母ミッドウヱー艦載機の訓練基地化iζ反対す

る意見書の提出をもとめる請願書につきまして御紹介をさせていただきま

す。

乙の語願tt、主る 3月議会民提出きれ、継続審議とされたものでありま

す。ぜひとも慎重な審議のうち今議会において採択されるようまず心より

お願いをするものであります。

昨日の市長のこの問題についての御答弁の中にもありましたように、乙

の問題は館山市民乙ぞって反対という性格の問題ではなかろうかと思いま

す。

6月 10日付の干葉日報lとよりますと、館山基地が訓練候補地として有

力との記事が載っています。

また、乙の問題は、墓地の提供そのものは日米安保条約lζ基づく条約上

の義務であり、地元市町村lζ は乙れを拒否する何らの法的な裏付けがござ
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いません。それだけに訓練候補地に挙げられないよう、ぞれ以前の対処が

重要であると考えます。候補地lζ挙げられ、政府が地元の意向の打診を求

めてきたときは、すでに政府の意向は固まったと見なければならないと思

うからであります。

乙の問題は、今年度tζ調査費が計上されている乙とは請願の趣旨にある

とおりでありますが、 8月ごろには日米安保協議が行われる予定で、乙の

申で日本側から訓練基地の候補地の名が具体的lと出きれるのではないかと

の危倶もあります。

館山市議会の名において館山基地を米空母ミッドウェー艦載機の訓練基

地にさせぬよう、乙の請願書をぜひとも採択をされるよう強〈求めまして、

請願の紹介といたします。

満場の皆さま方の侮賛同を賜りますよう心よりお願い申し上げまして、

私の紹介とさせていただきます。

0議長(石井 正君) 以上で説明は終わりました。

委員会付託

。議長(石井 正君) 本請願書につきましては総務委員会に付託をいた

します。

延 会午 前 10時 26分

。議長(石井 正君) お諮りいたします。

本自の会議は乙れにて延会いたしたいと思います。乙れに御異議ありま

せんか。

( r異議なし j と呼ぶ者あり)

。議長{石井 正君) 御異議なしと認めます。よって本日は乙れにて延

会する乙とに決しました。

なお、明 22日は委員会での議案審査のため休会、次会は 6月 23日午

前 10時開会といたします。その議事は議案第 29号乃至議案第 32号等

lζ係る委員会における審査の経過並びiζ結果の報告、討論、採決、追加議

案の審議といたします。
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。本自の会議lζ付した事件

1 議案第 29号乃至議案第 32号

1 請願第 2号
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